
 

石巻市立こども園運営規程の一部を改正する告示 

改          正 現          行 

（教育又は保育を提供する時間） （教育又は保育を提供する時間） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

(１)  教育標準時間認定（支援法第１

９条第１号に係る認定をいう。）に関

する教育時間 午前９時から午後１時

１０分までの４時間１０分を標準とす

る。 

(１)  教育標準時間認定（支援法第１

９条第１項第１号に係る認定をい

う。）に関する教育時間 午前９時か

ら午後１時１０分までの４時間１０分

を標準とする。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

  

 

別紙３ 


